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自分たちに明るい未来を見出せないでいると結論
付けた。
惠羅さとみ氏の発表では、近年話題になってい
る技能実習生の中でも建設業で働く人たちの状況
について、近年の制度改正、実習生と現場受け入
れ側の両方の実態を紹介した。ベトナム国内で日
本の建設技能を教育し、来日して現場で活かすこ
とになるというシステムが出来上がっていること
や、実習修了者の滞在期間の延長を可能とする制
度の拡張等、労働者不足に対応する日本の建設業
とそれに応えるベトナムの労働者の送り出し政策
が、多くの若いベトナム人男性が日本の建設業で
働く現状を生み出していることを説明した。元来
は3年間滞在して帰国することが条件だったのが、
建築現場側の要求から「なし崩し的に」滞在できる
期間が長くなり、現在では技能実習生1号・2号と
して3年、さらにそれを「特定活動」資格で2年か
ら3年間延長し、さらに技能実習3号として延長す
ることが可能になり最長8年間滞在することが可
能になっていることを示した。同時に、日本政府
が期待するほど実習生の数は伸びていないのが現
状でもある。技能実習生の送り出しと受け入れは
日本とベトナムの二国間協議に基づいて推進され
てきたこともあり、自発的なネットワークからな
る外国人労働者の移動とはいえない点も指摘した。
すでに実習生のネットワークを通して「きつい」仕
事であると噂される仕事を忌避する傾向があるほ
か、実習生のキャリアにとっては日本での経験と
帰国後の就職とのミスマッチが大きいことも明ら
かにされた。政策と実態のミスマッチの他にも残

された課題は多いと述べられた。
佐藤由利子氏からは、近年増加しているベトナ
ム人留学生の現状、特に在学中の就労実態につい
ての報告があった。かつて滞日留学生のトップ3
を占めていたのは中国、韓国、台湾の「漢字圏」留
学生であった。しかし、3．11の震災以降、それ
までは4位だった「非漢字圏」のベトナム人やネパー
ル人留学生が中国に続き、それぞれ2位と3位を占
めるようになった。その背景には、ベトナムとネ
パールはそれぞれ低所得国としては留学生送り出
し比率が高いことや、日本が他の先進諸国と比べ
て留学中に就労できる時間が長いこと（週28時間）
などの要因があり、働きながら学費も返済できる
と考えるベトナム人留学生が多いと述べた。また、
ベトナム人留学生は日本の文化・教育制度に魅力
を感じ、国内の日本語ブーム等が留学を促す要因
ともなっている。そして斡旋業者が学生を積極的
にリクルートして借金で学費等を払って来日する
留学生が増えたという。しかし、現実は厳しく、
学費・借金の返済をバイト代から引くと残された
金額で生活することは難しく、他の留学生と部屋
を借り、食費等の生活費を削って暮らしている学
生が多い。また、学生は長時間労働と勉強の時間
を両立できずに体調を崩し、死亡に至る場合もあ
る。日本が戦略的に高度人材を求める中、卒業し
て日本で就職する留学生がその需要にある程度応
えており、ベトナム人留学生は日本企業に残るか、
または帰国後に日系企業で働き起業する傾向が強
いことも示した。最後に在留資格に「介護」が創設
され、今後、日本で介護職に就くことを目指すベ

左から、石塚 二葉氏、伊藤 未帆氏、惠羅 さとみ氏
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トナム人留学生の人数が急増することが期待され
ていることを述べられた。
最後に平澤文美氏は、インターネット調査の結
果を通して、日本の留学経験を持つベトナム人学
生の帰国後の仕事の状況について報告した。留学
生が高度人材の卵なのかと言う問題関心に基づき、
これまでの研究ではそれほど考察されてこなかっ
た留学後の就労状況を明らかにすることが本調査
の目的であった。日本で大企業に就職する卒業生
の状況については調査があるのに対し、中小企業
や帰国後の実態を取り上げた研究は少ないと説明
した。本調査はホーチミン市で実施され、北部の
状況とは非常に異なることも指摘した。130人の
調査協力者は都市出身者が多いことに加えて来日
前の日本語能力も高く、帰国後は順調に就職する。
また日系企業に勤める者が多く、収入も比較的高
かった。結果として、日本語学校に在学しながら
働く「出稼ぎ留学生」が経験する高額の借金と長時
間労働による忙殺の状況とは区別して検討する必
要があることが指摘された。調査結果から、留学
後にある程度成功したと言える者が持つ条件を示
したとし、留学前に比較的高い学歴・日本語能力
を持っており、留学を通して更に能力を高めるこ
とができたことを示した。さらにアルバイトや奨
学金を獲得する可能性も高く、帰国後の就職のチャ
ンスにもつなげていることが分かった。
討論の時間では、技能実習制度についての実態
の確認に関する質問や、ベトナム留学生と技能実
習生の出身階層についての質問など、活発な議論
が交わされた。このワークショップにはベトナム

人留学生も参加しており、ホーチミン市出身で法
政大学一年の学生は、佐藤氏の報告でも指摘され
たように多くのベトナム人学生は欧米に留学する
ことを選ぶ傾向が強く、彼以外の知り合いは皆欧
米諸国へ留学したとコメントした。また大学院生
のウェイさんはベトナムの若い人の就職状況につ
いてやはり「コネ」が重要であることを指摘し、ホー
チミン市では実力によって就職することが可能で
若者が集まる傾向があり、他の地域出身の学生は
留学先で就職を希望する場合が多いことについて
話した。廣野良吉成蹊大学名誉教授からは技能実
習生の失踪という深刻な問題に関する質問があり、
惠羅氏をはじめ登壇者により議論された。惠羅氏
は失踪について、構造的にそれを引き起こす要因
があることが以前から指摘されていることに言及
した上で、保証金の問題、受け入れ企業でない場
で働かせる偽装派遣業者の問題について述べた。
強制帰国の問題についても説明があり、労災や過
酷な状況で働けない場合に強制帰国の例が見られ
ることを述べた。失踪の問題とかかわっている多
額の自己負債の問題においても、日本側が改善の
勧告をしても、ベトナム側では容易に解決されな
いことを指摘し、現在でも厳しい状況が続いてい
るという。
全体を通して現代ベトナム社会の若者の実態か
ら、日本での留学と就労、帰国後の実態等につい
て日本とベトナムを結ぶ移動するベトナムの若者
の経験から両社会が抱える重要な課題について考
えさせられる企画となった。

左から、佐藤 由利子氏、平澤 文美氏
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本書は「スペイン語文法シリーズ」の第1巻とし
て刊行された。このシリーズは、スペイン語学の
新しい成果やスペイン語圏の言語アカデミーによ
る最新の文法記述や正書法にも目を配り、主要な
文法事項を分かりやすく提示することを目的とし
ており、本書でも音声学や音韻論の基本的概念と
ともに、スペイン語の音素と音、音
節、アクセントなどの韻律的特徴、
正書法が分かりやすく解説されて
いる。日本語で読めるこの分野の
本格的な参考書として、本書は研
究者や教員にとって大きな助けに
なるだろう。以下、特筆すべきい
くつかの特徴を紹介していきたい。
まず注目されるのは、本書がス
ペインとイスパノアメリカの両方
のスペイン語を対象にしているこ
とである。これは、言語記述の際に
スペイン語圏全体に目配りしよう
という世界的傾向と一致している。
本書にも言及がある通り、スペイン語の規範を確
立するために1713年に設立された王立スペイン学
士院（アカデミア、Real Academia Española）は、
かつてはスペイン中心主義をとり、他のスペイン
語圏には無関心であった。しかし20世紀に入って
からは、上記アカデミアとイスパノアメリカ諸国、
米国、フィリピンなど世界の23団体が参加したス
ペイン語学士院協会（Asociación de Academias de 
la Lengua Española）が共同で辞書や文法、正書法
を刊行している。こうした流れに沿う形で、本書
では地域的変異が随所に示されている。例えば子
音については、北部方言と南部方言の子音体系の
違い（/θ/と /s/を区別するスペイン北部体系と、/
θ/が欠けており/s/に合流しているスペイン南部お
よびイスパノアメリカの体系）が提示された上で、
実際の発音で聞かれる様々な地域的変異にも言及
がなされている。
二つ目に、日本語や英語との対照という視点が
取り入れられている点である。英語学習経験のあ
る日本語母語話者がスペイン語の発音の際に注意
すべき事項は大いに参考になる。例えば、日本語

では［l］（有声歯茎側面接近音）、［r］（有声歯茎ふる
え音。いわゆる巻舌）、［ɾ］（有声歯茎はじき音）の
いずれで発音しても同じラ行と認識されるが、ス
ペイン語ではそれぞれ別の音素であり、本書で解
説されている発音の区別をしっかり身に付ける必
要がある。また英語が達者な人も注意が必要で、

スペイン語のlの発音に「暗いl （dark 
l）」（salt, feelの末尾の lの発音）を持
ち込まないこと（スペイン語の lは明
るい l （clear l）で発音される）など、
英語と似ているからこそ見過ごしや
すい事例も数多く挙げられている。
最後に、本書が正書法（最新の
アカデミア『スペイン語正書法』
（2010）を参照）についても網羅的に
扱っている点に注目したい。正書法
とはある言語の表記法を定める規則
のことで、音素と文字の対応、アク
セント記号や句読記号の打ち方、語
の分かち書きの規則、大文字と小文

字の使い分け、略語や外来語の綴り方などを含む。
スペイン語はヨーロッパの言語の中でも有数の規
則的で表音的な正書法を持ち、綴り字を見れば正
しい発音が分かるようになっている。そのためア
カデミアの辞典は音声表記を載せていないほどで
ある。しかし、一般にアルファベットのような表
音文字は、正書法を定めた当時はある程度その時
代の発音を忠実に表していても、音声言語が変化
するにつれて発音と文字がかい離してしまう傾向
にある。スペイン語でもそうしたかい離を是正す
るため、アカデミアが中心となってこれまで大小
の正書法改革が行われてきた。本書では過去の改
革の概要にも触れており、現在のアカデミア正書
法がスペイン語圏唯一の規範となるまでの変遷を
追うことができるようになっている。私が専門と
するスペイン語史の研究では専ら文字資料を分析
するため、正書法の知識は欠かせない。研究の場
でも本書を参照する機会は増えるだろう。
シリーズ第1巻である本書が、様々な側面から
の疑問や興味に応えてくれるものであることを通
読して感じた。第2巻以降の刊行が待ち望まれる。 

シリーズ　本を読む

寺﨑 英樹 著『スペイン語文法シリーズ1　発音・文字』（大学書林、2017年）
経済学部教授　鈴木 恵美子
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はじめに
2017年12月末から翌2018年2月上旬までの52

日間、成蹊大学アジア太平洋研究センターに客員
研究員として在籍する機会を得た。母国モンゴル
の法制度を国際比較の観点から検証し、これまで
携わってきた法学教育について客観的に考えるこ
とができたのは大変有意義であった。
在籍期間中は、主に家族法に関する文献を収集
するとともに、モンゴルの慣習法、とりわけ現行
の法制度における慣習法の影響について検証を重
ねた。2018年1月23日の拡大研究会は日本での研
究成果を報告する貴重な機会となった。家族法は
一般的にその国の伝統・文化からの影響が潜在的
に多く存在していると考えられるが、特にモンゴ
ルの場合、伝統的な遊牧民の生活からの影響が少
なくない。それゆえ、現代的な法制度の制定過程
における慣習法の影響は重要なテーマとなってお
り、今後の法制度の整備においても無視できない
側面である。
モンゴルは1990年、78年間にわたる社会主義
体制を廃止した。禁止されていたモンゴルの伝統
的な文化が復活し、1992年には信仰および思想の
自由を憲法で定めた。民主主義国家を自らの力で
成立させ、ドイツや日本、ロシアからの法整備支
援を受けつつ自国の法制度を整え、法学教育の充
実を図ってきたのである。
しかし、78年間も旧ソビエト連邦の強力な指導
のもとに置かれ、法制度を制定してきたモンゴル
は、法律の中身も旧ソ連の法をそのまま受け継い
できており、自国の法制度を変えることは難しい
試みだった。

法整備支援と法学教育による異文化理解
そうした難しさは、法整備支援を受けている側
のみならず提供している側にとっても同じだった
のだろう。例えば、アジア諸国で法整備支援に携
わってきた小杉丈夫氏（財団法人国際民商事法セン
ター理事・弁護士）によると、「支援」という言葉に
は、外国を援助する、教えるというニュアンスが

強い。西欧の法整備支援には、法は西欧で生まれ、
発達したものであり、法整備支援は、遅れた発展
途上国に、西欧の進んだ法を教えることだという
固定観念がある。しかし、小杉氏は、日本からの
法整備支援にあたっては、法を道具（手段）とした
異文化の交流であること、日本人と外国人との共
同作業であることの認識を持つべきであると述べ
ている（「日本の法整備支援―今求められているも
の」より）。つまり、法整備支援が順調に進み、よ
り良い成果を収めるためには、異なる法体系にま
たがる比較法的な視点に基づく教育が必要となっ
てくる。
モンゴルにおける日本による法整備支援は、ま
さにこの点を強く意識した試みである。

2006年9月、日本の法整備支援の一環として、
モンゴル国立大学法学部に日本法教育研究セン
ターが設立された。同センターの設立の趣旨は、
モンゴルの法制度について勉強しつつ、日本語で
日本の社会・歴史、法政治制度を学ぶというもの
であった。設立当初、「日本の法制度を日本語で勉
強することには何の意味があるのだろうか」と疑問
視する者もいた。「日本の法制度ではなく、まず自
国の法制度についてしっかり勉強し、アジアの国々
の法制度というより、西欧の国々、主にドイツの
法制度について研究・教育を進めるべき」と考える
教員も少なくなかった。しかし、将来モンゴル国

招聘外国人研究員との研究交流

モンゴルにおける法整備支援─異文化理解の観点から
モンゴル国立大学法学部私法研究科講師　オランゴー・バルダンドルジ
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にとって貴重な人材が育成されると考えて、日本
語で日本の社会、文化、法を学ぶことの重要性を
理解した見通しの優れた教員もいたのである。
現在、日本法教育研究センターの学生は、単に
学問的な知識を身につけているわけではない。自
国の伝統、文化、法制度を大切にしつつ、日本語
を通して、日本という異文化に触れ合うことによっ
て、さまざまな事象について考え、比較し、探り
ながら、新たな知識や価値観を身につけている。 
例えば、判例解釈の授業では、やみくもに日本
の判例研究に従わせるのではなく、異なる法体系
の国々における法学研究および法解釈のあり方を
考察し、なぜ比較研究が重要なのかを自ら考える
ように指導している。さらに、授業外活動として、
日本の食文化、漫画、映画、書道などを体験し、
法文化の背景となる日本の伝統的な文化に触れる
機会を提供している。こうした経験を通じて初め
て、法整備支援を提供している国の本来の支援の
意味が成熟し、法整備支援を受けている側との相
互理解も深まり、国際協力が達成されるのである。

まとめ
法整備支援の有益な点は、異文化に触れること
によって、他国の文化や制度について理解を得な
がら、自国の社会制度を違った観点から観察する
機会を得られることである。自国の伝統や文化へ
の認識を新たにさせてくれる点でも学びが多い。
モンゴルのような体制移行国が法整備支援を受け
ることは大切である。しかし重要なのは、その中
で自国の独自の法制度を作り上げていくことであ
る。このような役割を日本法教育研究センターの
卒業生たちが担っていくのだろう。今後、モンゴ
ル人の知恵と歴史上の経験を活かしたモンゴルな
らではの法制度を作り上げることが求められる。
そして、それを世界の国々へ発信し、伝えていけ
たらと願っている。
今回の滞在期間中、上述したことについて考え
ながら、家族法の研究を進めてきた。モンゴルの
場合は、「遊牧民が先にあり、国家はその後からで
きた」とも言えるほど、遊牧社会の伝統が浸透して
いる。遊牧民は今でも独自の規範の中で生きてい
るが、モンゴルでは遊牧民の歴史とともに慣習法
が定着した経緯がある。1月23日に行われた拡大
研究会でも述べたように、現代法制度のあり方を

考える前に、伝統的な法制度（慣習法）の歴史を学
ぶことが重要である。特に家族法のような特殊な
法分野においては、法解釈を行う場合、慣習法の
要因は必要不可欠となる。今回の日本での研究、
そして拡大研究会での発表はそのことを再確認す
る機会となった。拡大研究会では、成蹊大学の民法・
著作権法の塩澤一洋先生、および家族法の高橋朋
子先生や学生の方々から今後の研究につながる質
問とコメントをいただいた。この場を借りて深謝
したい。
最後に、成蹊大学アジア太平洋研究センターに
は、私だけではなく、もう一人お世話になったモ
ンゴル人がいることを特筆したい。前回のニュー
ズレターに寄稿したS・バトバヤルは、実は私の
教え子である。日本法教育研究センターを卒業後、
現在はモンゴル国立大学法学部の講師として共に
働いている同僚でもある。モンゴルでは、先生の
宝は学生であるという考えがあるように、バトバ
ヤル氏のことを私は強く誇りに思い、成蹊大学に
は本当に感謝している。今回の日本の滞在は、今
後の自身の研究を大きく前進させる契機となった。
成蹊大学アジア太平洋研究センターにおいて研究
する機会を設けてくださった、日本法教育研究セ
ンターの法学特任講師の山本哲史先生、成蹊大学
の墓田桂先生、アジア太平洋研究センター所長の
中江桂子先生、長橋典子さんをはじめとするスタッ
フの方々、拡大研究会でもお世話になった研究員
の惠羅さとみさんに心よりお礼を申し上げたい。

2018年 2月7日、アジア太平洋研究センターにて
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1.はじめに
2018年1月23日、CAPS招聘研究員オランゴー・

バルダンドルジ氏の拡大研究会に参加させて頂き、
モンゴルの民法改正についてその背景とともに知
見を得ることができた。このような機会を頂けた
ことに心より感謝を申し上げたい。
モンゴル民法及び家族法における夫婦財産制の
特質を歴史的社会的背景に基づいて明らかにした
オランゴー氏のご研究について以下、日本民法と
比較対照しながらご報告する。

2.モンゴル国及びモンゴル法の変遷と個々の民族
に根ざした慣習
オランゴー氏のご報告はモンゴル民法が1995年

及び2002年に改正されてから現在に至るまでの経
緯を概説するところから始まった。
モンゴルでは民法が財産関係を規定し、民法と
は別に家族法が身分関係や子供の権利、扶養等を
規定する。モンゴルにおいて私有財産制が明文上
認められたのが1992年である。1920年の後半か
ら私有財産を有することはそれすなわち資本主義
的な思想に基づくものであるとの風潮に基づき、
モンゴルは1960年まで社会主義体制のもと、私有
財産自体が認められていなかった。しかし、1992
年の憲法改正により「モンゴル国民は動産および
不動産を正当に取得し、自由に所有し、利益を得、
処分することはできる」（16条3項）と規定され、所
有権が個々人に与えられた。

1990年までの民法において、財産は社会主義の
プロパティという財産制度が維持されてきたのに
対し1992年の憲法改正によりこのような財産制度
は廃止され、個人所有の財産と公共の財産という
新たな財産制度へと移行し、新しく市場経済原理
を導入する準備が整えられた。このような変化に
伴い、旧制度との間に矛盾や軋轢が生じる。
とりわけオランゴー氏が問題視しているのが家
族関係における財産制度である。婚姻関係が継続
している間は財産を家族単位の家族財産として観
念するのに対し、婚姻関係が破綻した途端に財産
は個人財産として観念され、財産分与についての

問題が生じる。このような問題に対して実定法の
維持だけではなく、伝統的な慣習法も考慮して法
運用をしていかなければいけないとオランゴー氏
は考える。
モンゴルでは家族の中には個々人の財産は観念
されず、家族全体の財産として考えられている。
一方で、個々人の所有権の絶対性を憲法が認めて
いる。家族法はその国の伝統に近い法であり、家
族法を研究するにあたってはまず伝統について学
びそこから考えていく必要があるとオランゴー氏
は言う。
この考えの意義を裏付けるものとしていくつ
かの文献が紹介された。例えば、ペンシルバニア
大学で法学教員を務め、ロシア法を中心にCIS諸
国やモンゴルの法制度一般に関する研究の権威で
あったバトラーが指摘した「モンゴルにおける家族
法は、その初期の段階においては成文法（codes）以
上に慣習法（customary law）が支配する法領域で
あった」というものや、離婚時の親権の所在に関す
るモンゴルの伝統的な制度を紹介しているマイス
キーが言及した「子のない夫婦間における離婚時の
経済的な分配については、様々な慣習が存在して
いた」というものである。
これらを踏まえつつ、オランゴー氏は伝統的な
法慣習をもってどのように法解釈をしていけば良

現代家族法「その起源、歴史、現代における特徴を踏まえた法体系化の試論」 
 拡大研究会報告

成蹊大学法学部法律学科 3 年　綱島 富美栄

オランゴー・バルダンドルジ氏
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いのかを明らかにすることを研究目標にされると
ご報告された。
これに対して名古屋大学日本法教育研究セン
ター（CJLM）法学特任講師の山本哲史氏は、モン
ゴルにおいて法の解釈に軽々しく触れてはいけな
いという考え方は現在において形式的にはないが、
社会主義国の伝統が残っていて、判例研究が乏し
いと述べた。続けて山本氏は、しかしこの現象は
日本の判例研究と意味づけが異なるからであって、
モンゴルの法学研究が遅れているわけではないと
補足的に説明された。
また、名古屋大学博物館特任教授の城所卓雄氏
は阪神淡路大震災の際、一番先に援助に来たのは
モンゴルであったことなど、日本とモンゴルとの
間の親密性を説かれた。
加えて、成蹊大学法学部教授の塩澤一洋氏から、
日本民法において28箇所「慣習」という文言が存在
するが、モンゴル民法または家族法の条文中に慣
習を尊重する旨の規定があるのか、との質問がな
された。これに対してオランゴー氏は第4条2項の
中に存在するが、日本の民法と比較すれば慣習を
重んじる旨の規定はないと回答された。また補足
的に、その理由として慣習法は法源にはならない
と考えられているからであって、適用できる条文
がない事例の場合は原則や倫理に基づいて解決し
ていくという方法が用いられるという旨の現状を
述べられた。
これに対し塩澤氏はモンゴル法ができて日が浅
く、ドイツ法やロシア法の学者がしてきた法解釈
に影響されてしまい、モンゴル法自体が軽んじら
れているのではないかと疑問を呈するとともに、

モンゴル法自体の解釈研究としてオランゴー氏の
研究は意義のあるものだと評価された。

3.日本民法との相違点 
日本民法は第1編から第5編で構成され、パンデ
クテン方式によって第1編に「総則」として共通ルー
ルが抽出されており、第2編に物権、第3編に債権、
第4編に親族、第5編に相続が規定される。
この体系の違いもさることながら、より大きな
違いはモンゴルでは個々人が財物に対して所有権
を有するようになってから2018年3月現在で、わ
ずか26年しか経過していないことである。これに
対して、日本の現行民法が施行されたのは1898年
である。したがって2018年3月現在で、個々人が
財物に対して所有権を有することが明文で認めら
れてから120年が経過している。
これらの、個々人に対して財物の所有権を有す
ることが認められた年数の違いや、私有財産制が
認められるに至るまでの歴史的背景の違いから、
個々人が永続的に法的に拘束される夫婦関係ひい
ては家族関係における財産制度の相違点が存在す
る。
今回のご報告では、日本の民法との相違点を認
識した上で、モンゴル民法及び家族法において新
設された法律の条文の規定に基づいてそれぞれの
民族の慣習を最大限に尊重し、事案の解決を図る
ことが重要であるというオランゴー氏の研究趣旨
に感銘を受け、共感した。非常に有意義な研究会
に参加させて頂けたことに改めて心より感謝申し
上げたい。

2018年度　新規プロジェクトの紹介　第1回

共同研究プロジェクト「消費者行動における無意識と潜在意識の探究」
経済学部教授　井上 淳子

東日本大震災から7年の月日が経ちました。風
化を恐れる声が年々強まっていますが、あの日の
記憶が我々の中から消え去ることはないでしょう。
まだ肌寒い3月の空気に触れると、2011年当時に
自分が東京で経験したこと、メディアを通じて見
聞きした惨状などが、とても複雑な感情を伴って
思い起こされます。被災した方々、地域は今なお、

さまざまな状況と闘っておられます。その中で、
今回我々の研究チームが問題意識を持つきっかけ
になったのは、長らく続く農作物の風評被害です。
東京電力福島第一原発の事故以来、福島の農家は
作れない、作っても売れない、流通が取り扱わな
いなどの苦境を経験してきました。福島は農林水
産物の一大供給地であり、「福島産」といえば米や
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野菜、果物の魅力的なブランドでした。しかし、
事故によりそのブランドに対する消費者の反応は
一変し、未だネガティブなインパクトを拭い去る
ことができていません。
東京大学特任准教授の関谷直也氏が福島県外に
住む消費者9,500人を対象に行った調査（2017年2
月実施）では、福島県産の農水産物を回避している
という人の割合は2割で、残りの8割は積極的に購
入あるいは気にしないとの態度を表明していたそ
うです。前者の割合は2013年の調査開始以降、4
回目となる今回が最も低く、消費者の忌避行動は
着実に減少していると考えられています。福島県
が実施している県産農林水産物に対するイメージ
調査でも、おいしさや安心に対する回答のスコア
は回復基調で、県外対象者のうち6割程度がポジ
ティブな態度を表明しています。それなのになぜ、
福島産の米や野菜、果物が取引量減少や価格下落
になお悩まされ続けているのでしょうか。消費者
側には購買意欲があるのに、流通業者がリスク回
避をして取り扱わないといった構造上の問題とす
る見方もあります。我々はそのほかに、こうした
調査における消費者の意識的な回答と潜在意識や
無意識的な反応との間に乖離があるのではないか
と考えました。これは消費者行動やマーケティン
グの調査でも常につきまとう疑問で、たとえ無記
名のアンケートであったとしても意識を伴う回答
には社会的規範や同調などの影響が反映されてい

るように思います。
そこで我々はIAT（Implicit Association Test：潜
在連合テスト）という人の潜在意識を測定する手法
を用いて、意識を伴わない消費者の反応も意識的
反応と合わせて捉えようと考えています。この実
験手法は1998年に社会心理学のジャーナルに発表
されたもので、対象者が課題に反応する際に内省
を伴わないように設計し、その人の潜在的な意識
を反応時間や回答エラーから判断するというもの
です。開発以来、多様な分野での適用が試みられ
ていますが、これまでのところ主に社会的偏見（性
別や人種）に関するデータがよく取られています。
手法自体がまだ発展途上であることに加え、消費
者行動やマーケティング分野での実績がありませ
ん。この分野で実験を適切に行うためには、実験
刺激の選定や構成、信頼性と妥当性の確保が必要
であるため、本プロジェクトを立ち上げました。
消費者行動の8割は無意識的に行われていると
言われています。ゆえにその自動化された無意識
的行動を引き起こす潜在意識を浮き彫りにするこ
とは、行動の正しい予測を助けることでしょう。
さらにこのプロジェクトでは、自動化された「接近
─回避（良い─悪い）」連想の変容に身体的認知を応
用して取り組む予定です。その変容が実現できれ
ば忌避行動の解消に貢献するなど研究に大きな意
義が認められると信じています。

1.公開講演会、研究会等
～公開講演会～

開 催 日 1月20日（土）
タイトル 7年目の福島　いま、私たちが考えなければな

らないこと
講 演 者 清水　修二（福島大学名誉教授）
参 加 者 111名

～公開シンポジウム～

開 催 日 1月27日（土）
タイトル 日本の中の朝鮮文化、再発見
講 演 者 金 現煥（駐日韓国大使館 韓国文化院 院長）、井

上 満郎（京都市歴史資料館館長・高麗美術館館
長）、金 政起（韓国外国語大学名誉教授）、藤本 
巧（写真家）、杉山 享司（日本民藝館 学芸部長）

コメンテーター 有富 純也（文学部准教授）、奥野 昌宏（名誉教
授）

参 加 者 220名

CAPS活動報告（2017.12.16 ～ 2018.3.15）
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～公開ワークショップ～

開 催 日 2月22日（木）
タイトル 新興国ベトナム　変わる日本～拡大する若者

の越境的移動～
講 演 者 石塚 二葉（アジア経済研究所新領域研究セン

ター・ガバナンス研究グループグループ長代
理）、伊藤 未帆（神田外語大学外国語学部 専任
講師）、惠羅 さとみ（CAPS主任研究員）、佐藤 
由利子（東京工業大学環境・社会理工学院 准教
授）、平澤 文美（一橋大学大学院社会学研究科 
日本学術振興会特別研究員）

参 加 者 76名

～招聘外国人研究員による拡大研究会～

開 催 日 1月23日（火）
タイトル 現代家族法「その起源、歴史、現代における特

徴を踏まえた法体系化の試論」
講 師 BALDANDORJ Urangoo（モンゴル国立大学　

講師）
参 加 者 18名

～プロジェクト研究会～

開 催 日 12月18日（月）
プロジェクト名 グローバルエイジングとライフコース変容：

福祉国家形成と展開の社会学的分析
講 演 者 玉井 隆（前日本在ナイジェリア大使館専門調査

員）
参 加 者 3名

開 催 日 1月27日（土）
プロジェクト名 アジア太平洋地域における情動メディアとし

ての西洋音楽の影響
講 演 者 ヘンリー・ジョンソン（オタゴ大学教授）、マ

イケル・プロンコ（明治学院大学教授）、カヴィ
ン・カーフート（クイーンズランド工科大学上
級講師）

参 加 者 6名

開 催 日 2月19日（月）
プロジェクト名 認知言語学の新領域開拓研究─英語・日本語・

アジア諸語を中心として
講 演 者（参加者全員で意見交換）
参 加 者 4名

2.研究出張
～国内出張～

期 間 12月15日（金）～ 12月17日（日）
プロジェクト名 認知言語学の新領域開拓研究─英語・日本語・

アジア諸語を中心として
出 張 者 森 雄一（文学部教授）
行 先 京都府
目 的 日本語用論学会出席

期 間 2月1日（木）～ 2月7日（水）
プロジェクト名 アジア太平洋地域における情動メディアとし

ての西洋音楽の影響
出 張 者 ヘンリー・ジョンソン（オタゴ大学教授）
行 先 京都府・大阪府
目 的 共同研究プロジェクト「アジア太平洋研究地域

における情動メディアとしての西洋音楽の影
響」の資料調査

期 間 2月18日（日）
プロジェクト名 アジア太平洋地域における情動メディアとし

ての西洋音楽の影響
出 張 者 日比野 啓（文学部教授）
行 先 静岡県
目 的「ミヤギ能　オセロー無限の愛」観劇および演

出家・宮城　聡取材

期 間 2月23日（金）～ 3月1日（木）
プロジェクト名 個人史から運動史の記述へ：太平洋を横断す

る社会運動の歴史社会学的アプローチ
出 張 者 上原 こずえ（CAPS特別研究員）
行 先 沖縄県
目 的 戦後沖縄における石油関連施設の建設に関す

る情報収集

期 間 3月15（木）
プロジェクト名 認知言語学の新領域開拓研究─英語・日本語・

アジア諸語を中心として
出 張 者 森 雄一（文学部教授）
行 先 京都府
目 的 日本語用論学会レヴィンソン教授講演会出席

3.会議の記録
開 催 日 1月16日（火）
会 議 名 所員会議

開 催 日 1月17日（水）
会 議 名 運営委員会

開 催 日 2月19日（月）～ 22日（木）
会 議 名 臨時（メール）所員会議・運営委員会
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